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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年9月1日(2016.9.1)

【公開番号】特開2015-22279(P2015-22279A)
【公開日】平成27年2月2日(2015.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-007
【出願番号】特願2013-152857(P2013-152857)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/369    (2011.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/01     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   9/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/20     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ６９０　
   Ｇ０２Ｆ    1/01     　　　Ｆ
   Ｈ０４Ｎ    9/07     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月14日(2016.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定された金属構造と絶縁体とから構成され、中心周波数が異なる複数のカラーフィル
タと、
　前記複数のカラーフィルタにまたがって形成された第１の共通電極と、
　前記第１の共通電極と対向し、前記複数のカラーフィルタの前記金属構造から前記絶縁
体によって隔てられており、前記複数のカラーフィルタにまたがって形成された第２の共
通電極と、
　前記第１の共通電極および前記第２の共通電極の間に電圧を印加する電圧印加部と、
　を備える、カラーフィルタアレイ。
【請求項２】
　前記電圧印加部は、前記第１の共通電極および前記第２の共通電極の間に電圧を印加し
て、前記金属構造の表面の電荷密度を変化させることにより前記複数のカラーフィルタの
中心周波数を同時に変化させる
　請求項１に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項３】
　前記複数のカラーフィルタのそれぞれに含まれる前記金属構造の大きさが互いに異なる
、
　請求項１または２に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項４】
　前記複数のカラーフィルタのそれぞれに含まれる前記金属構造の前記第１および第２の
共通電極と平行な面における面積が互いに異なる、
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　請求項３に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項５】
　前記金属構造の厚みが１ｎｍ以上、２０ｎｍ以下である、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項６】
　前記金属構造と前記第２の共通電極との間の距離が１ｎｍ以上、２０ｎｍ以下である、
　請求項１から５のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項７】
　前記第１および第２の共通電極に電圧を印加したときに、前記複数のカラーフィルタに
おいて、単位電圧あたりの中心周波数のシフト量が同一となるように構成されている、
　請求項１から６のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項８】
　中心周波数が高いカラーフィルタほど、前記金属構造の厚みが厚い、
　請求項７に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項９】
　中心周波数が高いカラーフィルタほど、前記金属構造と前記第２の共通電極の間の距離
が大きい、
　請求項７または８に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１０】
　中心周波数が高いカラーフィルタほど、前記絶縁体の誘電率が小さい、
　請求項７から９のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１１】
　前記第１および第２の共通電極に電圧を印加したときに、前記複数のカラーフィルタの
うち中心周波数が所定の範囲にあるカラーフィルタは、それ以外のカラーフィルタと比較
して、単位電圧あたりの中心周波数のシフト量が小さくなるように構成されている、
　請求項１から６のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１２】
　中心周波数が前記所定の範囲にあるカラーフィルタは、それ以外のカラーフィルタと比
較して、中心周波数に対する前記金属構造の厚みの比が大きい、
　請求項１１に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１３】
　中心周波数が前記所定の範囲にあるカラーフィルタは、それ以外のカラーフィルタと比
較して、中心周波数に対する前記金属構造と前記第２の共通電極の間の距離の比が大きい
、
　請求項１１に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１４】
　中心周波数が前記所定の範囲にあるカラーフィルタは、それ以外のカラーフィルタと比
較して、中心周波数と前記絶縁体の誘電率の積が小さい、
　請求項１１に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１５】
　前記第１および第２の共通電極に電圧を印加したときに、前記複数のカラーフィルタの
うち中心周波数が所定の範囲にあるカラーフィルタは、それ以外のカラーフィルタと比較
して、中心周波数と誘電率の積を、金属構造の厚みと金属構造と第２の共通電極の間の距
離との積で除した値が小さくなるように構成されている、
　請求項１から６のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１６】
　中心周波数が前記所定の範囲にあるカラーフィルタは、それ以外のカラーフィルタと比
較して、中心周波数に対する前記金属構造の厚みの比が大きいか、中心周波数に対する前
記金属構造と前記第２の共通電極の間の距離の比が大きいか、もしくは中心周波数と前記
絶縁体の誘電率の積が小さい、
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　請求項１１から１５のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１７】
　前記複数のカラーフィルタはそれぞれ、前記第１および第２の共通電極と平行な断面に
おける面積が異なる複数種類の金属構造を有している、
　請求項１から１６のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１８】
　前記複数のカラーフィルタはそれぞれ、透過する光の周波数帯域を制限する吸収フィル
タを更に備える、
　請求項１７に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項１９】
　前記第１および第２の共通電極と平行な断面における面積が小さな金属構造ほど、数密
度が高く配置されている、
　請求項１７または１８に記載のカラーフィルタアレイ。
【請求項２０】
　請求項１から１８のいずれか１項に記載のカラーフィルタアレイと、
　当該カラーフィルタアレイの前記複数のカラーフィルタに対応する画素と、
　を備える、固体撮像素子。
【請求項２１】
　結像光学系と、
　請求項２０に記載の固体撮像素子と、
　を備える、撮像装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の第一の態様は、カラーフィルタアレイであって、
　固定された金属構造と絶縁体とから構成され、中心周波数が異なる複数のカラーフィル
タと、
　前記複数のカラーフィルタにまたがって形成された第1の共通電極と、
　前記第１の共通電極と対向し、前記複数のカラーフィルタと前記金属構造から前記絶縁
体によって隔てられており、前記複数のカラーフィルタにまたがって形成された第２の共
通電極と、
　前記第１の共通電極および前記第２の共通電極の間に電圧を印加する電圧印加部と、
　を備えることを特徴とする。
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